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特集　日 中戦争 に お け る東ア ジァ

揺 らぐ 「内鮮一 体」 像
一 日 中戦争 と朝鮮植 民地支配 一

三 ツ 井崇

は じめ に

　 日中戦争 と朝鮮 とい うテ
ー

マ を掲げた とき，真 っ 先に思い 浮か ぶ の は，朝鮮人 の 戦争動

員 とそれ を実現す るた め の 「皇民化」 政策 にっ い て で あろ う。 宮 田節 子 に よる先駆 的な

研 究 （宮 田 ，
1985）を は じめ ， 崔由利 ， 庵逧 由香 らに よ っ て ，イ デオ ロ ギーお よび政策

次元 にお け る朝鮮人 の 動員 シ ス テ ム の 形成に 関す る実証的な研 究が進 ん で い る （崔 由利 ，

1997 ；勉ストヨ 舟升 ， 2006）。 崔 ， 庵浴 の研 究はお もに上 か らの 動員シ ス テ ム 形成 につ い て

取 り扱 っ た もの で あるが
， 近年 ， 政治史 ・ 社会史 ・ 思想史な どの 分野 で ， 朝鮮人 の 「親 日

（または対 日協力）」 行為 を含む朝鮮人の 態度を ど う意 味づ け るか とい う問題 意識 か ら， 支

配者側 と被支配者側 の 相互 関係 に注 目し ， そ の 関係性 に統治 メカ ニ ズ ム を見 出そ うとす る

研 究 もあ る 。 と りわ け ， 政治史 ・社会史の 方 面で は 並木真人 が朝鮮人 の対 日協力が 生ず る

メカ ニ ズ ム （植民 地 コ ーポ ラテ ィ ズ ム ） を描 き出 し （並木 ， 1997 ； 同 ， 2006）， 支配者側

と被 支配者側 との バ ー
ゲ ニ ン グの 展開様相に 「植民 地公 共性」 の 成立 をみて と っ た （並

木 ，2006）。 さらに，並木は徴兵制の 実施 と参政権 の 付与が実現 した段 階で 「植民地 公 共

性」 が成立す る と同時に ， 自己溶解して い っ た と指摘す る
一

方 ， しか し ， 上 か らの暴力 を

ともな っ て形成 された協力メ カ ニ ズ ム の 基盤 は決 し て 盤石 で はなか っ た こ とも同時に指摘

した （同 ）。 思 想 史 の 領域に お け る研究成果 も多い が ，洪宗郁 （2011）が朝鮮社会主義者

の 戦時期にお け る 「転向」 の 問題 を ， 知識人に お ける 「東亜 共同体論」 構想 にお ける 「朝

鮮民族」 維持 へ の 期待お よび 統制経済政策に対す る社会主義実現 の 可能陸の 認識 とい っ た

観点か ら， 再度 とらえなお して い る 。 そ の 他 ，
こ こ で は

一
っ

一
つ 列 挙す る こ とは避 けるが ，

「内地 」 へ の 戦時労働動員体制 ， 慰安婦 問題等で も多 くの 研 究成果が 出て い る こ とを考え

るな ら， 日 中戦争期以降の 朝鮮 にか か わる研究は ， そ の 論点が多様化 した とい わね ばな ら

ない
。

　本稿で は ， こ うした研 究成果を踏ま えつ つ
， 与え られた キ ー ワ ー ドで ある 「日中戦争と

朝鮮」 に つ い て ，
「内鮮

一
体」 イデオ ロ ギー

の 内実 とい う観点か ら探 っ てみ た い
。 こ れ と

関連 して，すで に崔 由利 が 「内鮮
一

体」 イデ オ ロ ギー
の形成 を南次郎総督就任以前の宇垣

一
成総督時代か らの 連続性の なか で とらえて い る点 は興味深い

。
しか し， それ ゆえ 日中戦

争に よる時局の 変化 とい う問題 が後 景に退 い て しま っ て い る感が な くは ない
。 事実，宮田
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節子 よ り以後の 研 究で は ， 日中戦争へ の 視点が希薄な傾向が あ る 。

　 さて ， 「内鮮
一

体」 へ の 動員が 朝鮮人 に必 ず しも平等 を もた らす もの で は なか っ た こ と

は ，すで に宮 田節子 に よ っ て先駆 的に示 され てい る （宮 田 ，
1985）。 しか し，

「同化」 と差

別の 並 存は 日中戦争以前 か らい え る こ とで あ っ た 。 だ とすれ ば ， 支配 者側 はなぜ 「内鮮
一

体」 を喧伝せ ねばな らな くな っ たの か 。本稿 で は ， まず 日中戦争 との 関連 とい う点にお い

て ， 朝鮮総督府 時局 対 策調 査会 （1938 年 9 月 ）で の 議論 ， 志願兵制
・
徴兵制導入 をめ ぐ

る朝鮮 軍サイ ドで の 認識か ら， 統治者側の 「内鮮
一

体」 観に つ い て まずは注 目した い
。

　 もっ と も，近年の研究傾 向も踏 ま え，朝鮮知識人 の 側 の対応 とい う問題 ，あるい は支配

者側 と被支配者側 の 相互 関係 とい う問題 と接続すべ く， 論点が拡散 しない 限 りに お い て ，

朝鮮知識人 の 「内鮮
一

体」 観 につ い て も触れ てみ たい
。

1　 朝鮮総督府時局対策調査会 に おけ る 「内鮮
一

体 」 論議

1 ）調査会設置 の経緯

　まずは ，
1938 年 9A6 〜 9 日に 開催 され た朝鮮総督府時局対策調査会 （以下 ， 調査会）

の 会議録 の 内容か らそ こ で展開 され た 「内鮮
一

体」 をめ ぐる議論 につ い て検討す る。調 査

会は総督 の 諮 問機 関 と して設 置 され た が，まずは ， 設 置 にい た るま での 経緯に つ い て 「朝

鮮総督府時局対策調査 会成立 マ デ ノ準備事務概要」 （朝鮮総督府， 1938a，　 pp．54
− 55） を基

に簡単に追 っ て お こ う。 最初 に調査会で 審議すべ き基 礎案 の 作成 と開催準備の ため， 1938

年 2 月 8 日付 で 大野緑
一

郎政務総監 を委員長 とす る 時局対策準備委員会が設置 された 。 こ

の 準備委員会 で は具体的調査事項 につ き調査がお こ なわれ ， 同年 6 月 下旬 まで に基礎案の

作成が終 了す る 。 こ の 後 7 月 にか けて総督府各局 代表 お よび 官房 幹事に て構成 され る小幹

事会にお い て ， 基礎案に対 す る調査 ， 審議 が お こ なわれ ，
8 月 19 日の 最後 の 準備委員会

で調 査会で の 議事，諮問事項，分科会構成 な どに 関 して 最終決定が お こ なわ れて い る。8

月 26 日付 で 「朝鮮総督府 時局対策調 査 会官制」 （勅令第 601 号）が公 布 され ，
「総督府 ノ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ］）

希望ス ル 通内 ， 鮮 ， 満 ， 支各方面 ノ権威者ヲ 」 委員 として 選定， 発令 した 。

　準備委員会 の設置に際 し，そ の 目的が 「1 ．時局の 恒久化 に伴ひ ， 内鮮
一

体の 主 旨の 下に ，

半島にお ける物心両面の 体制強化策を確立す るこ と」，
「2 ．朝鮮が 日本の 大 陸的足揚 と し

て 重要性 を加重す るに 至 つ た こ との 深 き自覚の 下に ， 対外的精神的に発展する方策を考究

する こ と」 と表 明 され た （『京 城 日報』1938 年 2 月 10 日付）。
「時局 の 恒久化 」 とあるの は ，

同年 1 月 の 第
一

次近衛声明 に表 され る中華民 国政府 との 和平交渉の 決裂を意味 して い る と

考え て よ い だ ろ う。 また ，こ の 後，4 月に 国家総動員法が公布 され ， 翌 月 に朝鮮 に施行 さ

1）　 「朝鮮総督府時局対策調査会成立 マ デノ準備事務概要」で は官制公布を 8 月 27 日として い るが ，

『朝鮮総督府官報』（1938年 8月 31 日付）で は 8 月 26 日とある の で ，こ ちらに 従 っ た。
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れ た ほか ， 7月 には 国民精神 総動員 朝鮮聯盟 が 結成され るな どの 動 きが あ る こ とに も注意

したい
。

つ ま り，調査 会は朝鮮が総動員体制 に編入 され て い く過 程で 開か れ た会議 で あ る

こ とを ， まずは確認 して お くこ とが で きる 。

　調査会 の 会議録 そ の 他 の 資料は ， 戦時期 を対象 とす る研 究 の な かで は しば しば引用 され

るが ， こ の 会議 そ の もの の 詳 細に 関す る研 究は，管見 の 限 りで は 見 当た らない 。川 北昭夫

（1996）は，朝鮮産業経済調査 会 （1936 年）の 延長線上 で こ の 会議 を と らえて お り
，

こ の

会議 の 産業関連の 諮問事項 とそ の 会議 内容 に の み 言及 して お り，また ， °1告望 （2001） も

この 会議 を産業政策の
一

環 と して位置づ けて い るが ， 後に み るよ うに ， 調査会で 議論 され

て い る議論 され て い る内容 は多様で ，産業政策 との み と らえ るこ とは 十分 とは い え ない 。

本調査会 会議 で は 18項 目の 諮問事項 を 3分科体制で議論 して い る （【表 1】）。出席者 は 「内，

鮮 ， 満 ， 支各 方 面ノ権威者」 とあ っ た が ， 実際に は朝鮮 ， 満洲国 ，
「内 地」 関係者が主 だ っ

た との 印象が強い 。以下 で は ，
こ の うち 「内鮮

一
体」 に かか わ る議論を総会お よび第

一
分

科会 （【表 2D の なかか ら確認 し ， 具 体的に何が争点 とな っ たか を確認 して みた い
。

【表 1】朝鮮総督府時局対策調査会に おける諮問事項 と分科体制

項 目番号 諮問事項 分科

第
一

内鮮
一

体 ノ 強化徹底 二 関ス ル 件

第二 北鮮 ノ特殊性 二 対応 ス ル 方策 二 関 ス ル 件 第三

第三 朝鮮，満洲，北支間ノ社会的聯携促進 二 関ス ル 件 、　陽齢獄ら　　　剛諏．1囁

第四 在支朝鮮人ノ保護指導 二 関ス ル 件 撫
1萋難

第五 北支，中支ノ 経済開発 ト朝鮮 ノ経済開発 ノ聯携 二 関 ス ル 件 第二

第六 海運 ノ整備 二 関 ス ル 件 第三

第七 通信機関 （ラヂオ ヲ含 ム ） ノ整備 二 関 ス ル 件 第三

第八 航空施設 ノ 整備 二 関ス ル 件 第三

第九 海外貿易 ノ振興二 関ス ル 件 第二

第十 半島民衆 ノ体位 ノ 向上及生活 ノ刷新二 関 ス ル 件 第
一

第十
一

農山漁村振興運動 ノ拡充強化 二 関 ス ル 件 糠 …
・
靉

第十二 社会施設 ノ拡充二 関ス ル 件 爨 　 蘇 雲

第十三 労務 ノ調整及失業 ノ防止 ・救済二 関 ス ル 件
膨脚隰 謄

　　鑼韈
第十四 軍 需工 業 ノ拡充 二 関 ス ル 件 ……雛 灘 lliii
第十五 地下資源 ノ積極的開発 二 関ス ル 件 第二

第十六 米 ノ増産 二 関ス ル 件 第二

第十七 陸上交通機関ノ整備 二 関ス ル 件 第三

第十八 畜産 ノ積極的奨励 二 関ス ル 件 第二

【出典】

朝鮮総督府 （1938d ，
　 pp．1

−3，55−56，197−198，379−380）よ り作成 。
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【表 2】第一
分科会の 委員

氏 　　名 肩　　書 備　　考

尹徳栄 中枢院顧問 子 爵

速水滉 京城帝国大学総長

萩原彦三 拓務次官 第二 ・第三 分科兼務

二 宮治重 鮮満拓殖株式会社総裁 陸軍中将

二 宮晋
一

朝鮮憲兵隊司令官 陸軍少将

朴重 陽 中枢 院参議

李基燦 中枢院参議

李升雨 中枢院参議

大竹十 郎 朝鮮総督府内務局長

片倉衷 関東軍参 謀 陸軍歩兵中佐 ， 第二 ・第三分科兼務

韓圭復 中枢院参議

多田栄吉 国境毎日新聞社長 第二 分科兼務

田 口弼
一 貴族院議員

京城 日報社長

山澤和三 郎 朝鮮総督府審議室 首席事務官

松永貞
一

鎮海要港部参謀長 第三 分科兼務

松沢龍雄 朝鮮総督府外務部長 第二 分科兼務

崔麟 毎 日新報社長

北野憲造 朝鮮軍参謀長 陸軍少 将，第二 ・第三分科兼務

三 橋孝一郎 朝鮮総督府警務局長 第三 分科兼務

宮本充 朝鮮総督府法務局 長

塩 原時三郎 朝鮮総督府学務局長

下村宏 貴族院議員

山崎巌 厚生省社会局長 広瀬久忠 （厚生 次官）代理

関屋貞三郎 貴族院議員

広 瀬豊作 大蔵省預金部資金局長
石渡荘太郎 （大蔵 次官）代理 ，
第二 ・第三 分科 との 兼務

竹内徳治 対満事務局事務官
原邦道 （対満事務局 次長）代理 ，

第三 分科 との 兼務

林繁蔵
朝鮮農会長

朝鮮殖産銀行頭取
第二 分科との 兼務

土師盛 貞 朝鮮放送協会長 第三 分科 との 兼務

穂積真六郎 朝鮮総督府殖産局長 第二 分科 との 兼務
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朴栄詰
中枢 院参議

朝鮮商業銀行頭取
第 二 分科 との 兼務

大河内正 敏 理化学研究所長 第 二 分科 との 兼務

大蔵公 望 南満州鉄 道株式会社副総裁 第 二 ・第三分科との 兼務

賀田直治 朝鮮商工 会議所会頭 第二 ・第三分科 との 兼務

韓相龍
中枢院参議
朝鮮生命保険株式会社長

第二 分科 との 兼務

谷 多喜磨 朝鮮信託株式会社長 第二 分科 との 兼務

津 田信吾 鐘淵 紡績株 式会社長 第二 分科 との 兼務

野 口遵 朝鮮窒素肥料株式 会社長 第二 ・第三分科 との 兼務

松 本誠 朝鮮金融組合聯合長 第二 分科 との 兼務

玄俊鎬
中枢院参議

湖南銀行頭取
第二 分科 との 兼務

小 林采男 小林鉱 業株式会社長 第二 分科 との 兼務

有賀光豊
貴族院議員
日本高周 波重工業株式会社長

第二 分科 との 兼務

横 山勇 企画院部長
青木

一
男 （企画院次長）代理 ，

第二 ・第三分科 との 兼務

湯村辰二 郎 朝鮮総督府農林局 長 第二 分科 との 兼務

水 田直昌 朝鮮総督府財務局長 第二 ・第三分科 との 兼務

十河信二 興中公司取締役社長 欠席

平生釟三 郎
貴族院議員

寺内部隊特務部顧問
欠席

【出典】
朝鮮総督府 （1938d，

　 pp．　56−57，
　183−190） よ り作成 。

2 ）露呈 する 日本 （人 ） へ の不信感 と施政 の 矛盾

　会議録 をみ る限 り，
「内鮮

一
体」 を唱えれ ば唱 えるほ ど露呈するの が ， それ を容易 に実

現 させ ない 現状で あ っ た 。 なか で も，議題 に 上 らざる をえなか っ たの は 日本人 に対 す る不

信 感の 問題 で あ っ た 。 李升雨 （朝鮮総督府 中枢 院参議 ）は， 「内鮮
一

体，内鮮
一

体 ト朝鮮

人 ダケガ 申シ テ モ 内地 ノ 方 々 ガ 「オ 前ハ 日本臣民デナ イ」 ト申シ マ シ タナ ラバ
，

「イヤ私

ハ 日本人 デス 」 ト申シテ モ 通 ラナ イ。サ ウナル ト， 自分ハ 日本人 ニ ナ リタイ ト思ツ テ
ー

生

懸 命 ニ ヤ ツ テ ヰ テモ
， 日本 ノ 方 々 ガ ， オ前 ハ 目本人デナイ トイ ヘ バ ， エ

ー
自分 ハ 勝手 ニ ス

ル ノ ダ トイ フ コ トニ ナ ツ テ来ル ノ デア リマ ス 」 とい う （朝鮮総督府 ， 1938d
，
　 p．77， 以 下 ，

同文献か らの 引用 はペ ー ジ数の み を示 す）。 そ の 背後 には ， とくに 「内地 二 於ケル 内地人」

の
一
部に は ，

「朝鮮ハ 植民地」 で，「内鮮
一

体 トイ ツテ モ ソ レ ハ 実行不可能ナ コ ト」 で あ り，「内

鮮
一
体ノ精神 ハ ，理想 ハ 非常 ニ イ 丶 ノデアル ガ ，

コ レ ヲヤル ト， 朝鮮人達 ガ権利 ヲ 主張 シ

テ 内地 人 ト同ジヤ ウニ シ テ ク レ トイ ツ テ 困ル
。 カ ウナ レ バ 我 々 ガ朝鮮 二 居 レナクナル トイ
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ツ テ 反対 シ テ ヰル 人 モ ア リマ ス 」 とい う認識に よ る もの で あ っ た （pp．76−77）。 こ れ と似

た議論を賀 田直治 （朝鮮商工 会議所会頭） もお こ なっ て い る 。 賀田 は ，
「内鮮

一
体 ハ 朝鮮

バ カ リ言 フ ノデハ 」 なく ，
「内地側 カ ラ是非共 内鮮

一
体デナ ケ レ バ ナ ラヌ トイ フ調子 ニ ナ 」

らなけれ ばならない とい う （p．50）。
た だ し

， 李 の 「内鮮
一

体」 が 「内地 ト同 ジ程度 二 於

テ ナ サ レ ル 」 （p．　76）と平等主義 に基 づ くの に 対 し，賀 田の場合は 朝鮮の 産業政策の 「成長」

の た め ，
「内地 ノ 方々 ガ 続 々 ト朝鮮二 事業ヲ進 出シ ， 又 ハ 技術 ， 資金 ノ援助 ， 物資 ヲ援助

シ テ ， 朝鮮ヲ片輪デナイ ヤ ウニ ヤ ツ テ頂 ク コ トガ ， 朝鮮ノ為バ カ リデナ ク ， 内地 ノ 為 ， 帝

国全般ノ 為デアル 」 （p．50） と直前 で発 言 して お り ， あ くまで 日本人 の 進 出の た めの 便宜

と して とらえられ て い る こ とが わか る 。 当然 ， 日本人 の 進出に対 して も朝鮮人に は不満が

あ っ た。玄俊鎬 （中枢院参議 ， 湖南銀行頭取） は ， 朝鮮 に在住す る 「内地 人 」 の 多 くは ，
「金

ヲ貯 メ レ バ
， 成功ス レ バ

， 朝鮮 ヲ弊履 ノ如ク捨テ 丶 内地 二 去ル 人 ガ多々 アル 」 と不満 を述

べ るの で ある （p．104）。
こ の よ うに 「内鮮

一
体」 の 実現をめ ぐっ て

， 日本人がそれ をむ し

ろ阻 んで い る とい う認 識が表 明され る こ とは，それ ぞれ の発 言 の 持 つ 性格の 微妙な差異は

措 くと して も，注 目する必要 があるだろ う。朝鮮人 の 日本人 に対 す る不 信感 か らもそ の 困

難 さが うかが え る の で あ る 。 で は
，

日本人の ほ うで意識が変 え られ る の か とい うと
， それ

も容易で はな か っ た 。 この 会議で は しば しば朝鮮人の 「内地 」 渡航上 の 制限 （渡航証明制

度）撤廃 が提起 され る 。 それ に対 し ， 下村宏 （貴族院議員） は 「内地 ヂヤ 鮮人 ノ悪イ方 ノ

顔バ カ リガ我 々 二 触 レ ル
。 イ ク ラ制限 シ テ モ 密航 ハ シ テ 来ル 」 （p．　96）と発 言する など ，

朝鮮人 に対 する不信感 が先 に立 つ た め ， 目本人 の ほ うか らの 「内鮮
一

体」 の 実現 とい うの

は か な り困難で あ っ た とみ な けれ ばな らな い
。

　そ もそ も朝鮮人 は朝鮮総督府の 施政 に対 して も不信感 を抱い て い た。例えば，総督府は

増米計画 を打 ち立 て たが （1940年 よ り実施 ）， これ に 対 し ， 韓相龍 （中枢院参議 ， 朝鮮生

命保 険会社社長）は総会で ，
「丁度折柄支那事変ノ 最中デ ア リマ ス カ ラ米 ノ増産 ヲサ セ ル

ン ダ ， 斯ウイ フ 風 二 民 間ガ誤 解ヲシ マ シ テ ，

一
旦 時局 ガ済ミマ シ タナ ラバ

， 或ハ 昭和 七年

ノ 問題ガ再 ビ 出ヤセ ン カ ， 斯ウイ フ 風 二 誤 解サ レ ル 」 （p．34）と述 べ る 。
っ ま り， 昭和恐

慌対策 （内地 へ の 米の 移出をス トッ プ した こ とに よ り朝鮮内に米が ダブ っ き ， 米価が暴落

した）の 記憶ゆえに ，
「民間」 で は不信感 を抱い て い る とい うの で あ る 。 また ， 支配 権力

側の 社会把握 に対 す る甘 さを ， 李升雨 が 「ミン ナ 各人 毎 二
，

ワ ラ ジヲ
ー

足 ヅ ツ モ ツ テ ヲ リ

マ ス
。 総督 ガオ 見エ ニ ナル ト，

ゴ ム 靴 ヲ捨テ 丶 ワ ラ ジ履 キデ 出迎 ヘ ス ル ， 総督ガ帰ル ト，

マ タモ トノ 通 リニ ブ ラ提ゲテ 行キ マ ス
。 カ ウイ フ コ トガア リマ ス

。 匚
……

］カ ウイ フ コ トハ
，

ソ レ ハ ドウモ 本府当局 ノ カ タガタ ハ 御承知デナイ ダラ ウト思ヒ マ ス
。 視察ニ オ イデ ニ ナ リ

マ シ テ 「大分ワ ラジガ普及サ レ マ シ タ」 ト報告 二 上ル ダラ ウ ト思 ヒ マ ス 」 （p．149）と皮肉

を込 めて 指摘 して い るの は興味深 い
。

い うまで も なく支配 権力 と末端社会との 間の 意思疎

通の 不在を物語 っ て い よ う。
こ の よ うな相容れ な さを ， 天 皇制へ の 支持 を卑屈なまで に表

明 しなが ら， 民族 の壁 と して語 っ た の が崔麟 （毎 日新報社社長）で あ っ た 。 崔は 「ドコ マ
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デ モ 動カ ナイ 中心 ヲ モ ツ テ 発展 シ テ ，結合サ レ テ 来 タ民族 ハ 大和 民族デ ア ル 」 「併 シ 朝鮮

民族 トカ或 ハ 漢民族 トイ フ ノ ハ
， サ ウイ フ 中心 カ ラ成 ツ テ 来 タモ ノデ ナイ 」 と し， 「「国体

明徴」 トイ フ コ トハ
， 重要ナ問題デ ア ル ケ レ ドモ 」 「文化 ノ違ヒ トイ フ モ ノ ハ

， ナカ ナ カ

強イ モ ノデア リマ ス 」 とい う （p．72）。 そ こ で例 示 す る文 化 とい うの が ， 朝鮮女性 は 夏で

も足袋 を履 くが ，
「今 ハ 非常時デアル カ ラ 自由主義 ハ イ カ ン トイ フ テ」 下駄 を強制 的に履

かせ た と こ ろ，履き方 が わか らず緒が切れ た り
， 下駄そ の もの が割れた り して しま うとい

う， き わ めて 日常的な事例で あ っ た （pp ．72−73）。崔は 「人 間 トシ テ 生 活上 ノ慣習 トイ フ

ソ レ ハ 大 キ ク 申シ マ ス レ バ 文化 ト申シ マ セ ウ
ー

サ ウイ フ コ トガ非常 二 力 ヲ
ー

強イカヲ モ ツ

テ ヲル ノ デア リマ ス 」 と言 い ， 「朝鮮人ガ ，今 マ デ生 活 ノ 上 カ ラ持 ツ テ 来 タ文化 ノ違 ヒ 」

の 問題 が きわ めて 重 要だ とい うの で ある （p．　73）。 こ の よ うな 日常の 文化的差異 に 「民族性」

の 差異の 根幹をみて と り， さ らに 「内鮮
一

体」 の 困難 さを示唆す るの で ある 。 また，玄俊

鎬は 「朝鮮 ノ
ー

般ノ 民 ハ 精神 ノ確 立 ガナ イ」 と しっ っ も ，
「生活 自体 ガ解決 サ レ レ バ 」 「内

鮮
一

体」 の 徹底 は強化 され る とい う （p．103）。 しか し ， 体位 （体格 ・健 康状態） の 改善 ，

保健 ・医療施設 の 整備 ，衛生 の 整備 ， 農村振興 な どがい まだ に議論 され ざる をえなか っ た

（【表 1】） とこ ろ に， 「生 活 自体」 の 「解決」 が い ま だ なされ て い ない こ とが暴露 され る。

この よ うな状態で 「内鮮
一

体」 をい うこ とは，そ れがい くら目標で ある とは い え ， 朝鮮人

に と っ て は現状の 不備 を浮き立 たせ る ス ロ
ー

ガン に過 ぎなか っ た 。

　朝鮮 人 の 施政に対する不満の 根幹はや は り差別 的待遇 の 問題で あ っ た 。 と りわ け，答 申

案を作成す るにあ た り大 き くもめ たの が ， 朝鮮 人 （お もに官吏） の 待 遇改善の 問題 で あ っ

た 。 これ は朝鮮人官 吏の 高等官 へ の 登用い かんや ，
「内地人」 に対す る加俸の 撤廃可否 と

い う問題 が具体的に言及 された 。 こ の 待遇 問題 は ，答 申案の 作成にお い て 紛糾 した点で も

あっ た 。 これ は ，
「国民精神総動員運動 ノ徹底」 の なか の

一
項 目 として 「各社会層 二 於 ケ

ル 内鮮人 間ノ待遇 ノ 差異 二 付テ モ 内鮮
一

体ノ 強化徹底 二 伴 ヒ次第 二 制度其 ノ他 ノ実際上 ノ

取扱 モ 改廃セ ラル ベ キモ ノ ナル コ トヲ 明ニ ス ル コ ト」 （朝鮮総督府， 1938b，　 p．5） と され

て い たもの を， 小 委員会で 項 目を上 位項 目へ と独立 させ ，
「各社会層 二 於ケル 内鮮人間 ノ

待遇 ノ差異 ニ ツ イテ モ ，内鮮
一

体 ノ 強化徹底 二 伴 ヒ次第 二 制度 ソ ノ他実際上 ノ取扱 ヒ ヲ改

廃 ス ル コ トニ シ テ 研 究ス ル コ ト」 （p．172） と改 め た の だが
，

こ の 最後 の 「研 究ス ル コ ト」

の 表現に対 し ， 李升雨や李基燦 （中枢院参議）か ら反発が 出た。李升雨は 「原案」 （＝ 試案）

の ほ うが 少 し トー
ン が強 く 「非常 ニ ヲ カ シ ク思ハ レ」 た が， 「ソ レガ強イカ ラ トイ フ コ ト

デ コ レ ヲ訂シ テ ， 研究ス ル トイフ コ トナ ラバ ， コ レ ハ 朝鮮人 トシ テ ハ 内鮮
一

体 ノ問題 ソ レ

自体 ， 全部没 却サ レ ル ン ヂヤナイ カ ト， カ ウイ フ 風 二 考ヘ テ ヲ リマ ス 」 （p．　173） とし
， 李

基燦 は ，
「今更研 究ス ル 問題 ヂヤ ナイ トイ フ 風 二 考へ 」 る とし，「文字ハ ドンナ ニ 変ヘ テモ

ー
ナル ベ ク改廃 ス ル コ トニ 努 メル トカ或ハ

， サ ウイ フ 風二 進 ム トカ ……研究 トイ フ 文字 ハ

甚ダ
ー

般 ノ気分 ヲ悪 ク シ マ ス 」 （p．175） と述べ る 。 結 局 ， この 項 目に 関 して は文言も位置

も当初の 試 案通 りにな っ た （朝鮮総督府 ，
1938e

，
　 p．3）。
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　こ こ まで み て きた 内容か らは ，
「内鮮

一
体」 を現実的に 阻む朝鮮内的要因に っ い て 言及

して きた。次に は，「内地」
一 朝鮮一 満洲 の 連 関の な か で 浮 かび 上 が る さま ざまな矛盾 に

対 し て ，同 じ く調 査会の 会議録の なかか ら確認 して み る こ とに したい
。

3 ） 「内地 」 と満洲国の は ざまで

　「内鮮一体」 を強調する際に ， 常に 「鮮満
一

如」 とい う問題 ，
つ ま り朝鮮 ・満洲 国関係 ，

あ るい は満洲国内の 朝鮮人の 扱い との 整合性 とい う問題 が つ い て 回 る こ とに なっ た 。 初 日

の 総会で 多 田栄吉 （国境毎 日新聞社社長）は，在満朝鮮人子 弟の 教育に つ い て ，以 下 の よ

うに述 べ る 。 満洲国に管理 を委譲 され た 401 校に つ き ， 現在は満州国の 教育令の 下 に教育

を受 けて い るが ，
「新附 ノ 同胞 二 対 シ テ 心底カ ラ国体観念 ヲ強 ク養」 うた めに ， 満鉄 附属

地 に あ る 1
，
400 校 と同様 ，

「朝鮮教育令 ノ下 二 等 シ ク我々 同胞 トシ テ ノ教 育ヲ 受ケサ セ テ

頂キ タイ 」 と述 べ る （pp．31−32）。
こ れ は属人主義に基づ く学校管理 の あ り方を示 し た も

の だが ，

一
方 で朝鮮人 教育にお い て は ， 満洲 国 内での

一
貫性 の 欠 如を 引き起 こす だ け で な

く ， 満洲 国の 独立性 を脅かす こ とに もつ なが りかね ない 発言で あ る 。 これ こ そ ， 朝鮮人支

配の
一

元 化が 引き起 こ し うる矛盾 で あっ た 。

　満洲国の 「民族協和」 と朝鮮の 「内鮮
一

体」 は他の レ ベ ル で も矛盾 の 可能性 が予感 され

てい た 。 片倉衷 （関 東軍 参謀）が， 「世 上
一

分 二 於テ 流布セ ラ レテ ヲル 内鮮
一

体策 ト満洲

二 於 ケル 民族協和政策 トハ 背馳 ス ル モ ノデ ア ル トカ ，或 ハ 矛盾 ス ル モ ノ デアル トイフ 方面

ハ
， 政治的 ノ環境 ， 民族習慣 ， 歴 史 カ ラ来ル 民族性 ヲ有 ツ タ問題 トハ 自ラ ソ コ ニ 別個ナ 問

題ガ ア リマ ス 」 （p．40） と述 べ て い るの が ， ま さにそ の 矛 盾 を示 唆す る もの で あ る 。 片倉

は さ らに ，
「ソ ノ根本趣 旨二 於キ マ シ テ ハ

， 今 申シ マ シ タ ヤ ウ ニ 当地 二 於 カ レ マ ス ル 総督

閣下 ノ御方針デアル 皇国 臣民 化運 動 ト， 満洲 ノ民 族協和 運動 トハ 毫末モ 背 1馳シ ナ イ訳 デア

リマ ス ケ レ ドモ
，

コ レ ヲ具現 致シ マ ス 政治的或ハ 社会的問題 ノ取扱 ヒ ニ ツ イ テ ハ
，

マ タ 自

ラ ソ コ ニ 独 自ノ観念 ト観察 ヲ 生 ジ，具現上異 二 致 シ マ ス ル モ ノ モ 生 ジテ 来ル ノデア リマ ス 」

（p，62） と述 べ
， 両者 は矛盾 しない もの の ， 実際に は 差異が生 じて い る こ とを認め て い る 。

満洲国当局 と して は ， 教育 ， 満洲国軍 ， 協和会の 朝鮮人分会結成な どの 面 にお い て ，
「朝

鮮ノ所謂 内鮮
一
体ノ政治的 ， 社会的或ハ ソノ他 ノ関係 二 比 シ マ シ テ ， イ ロ イ ロ 違 ヒ ハ ア リ

マ ス ガ ， 斯クス ル コ トガ ， 結局 ， 朝鮮人 ノタメデア リ， 斯 クス ル コ トガ内鮮
一

体 ヲ強化ス

ル 所以デア ル 」 （p．65） と述 べ
，

「民族協和」 と 「内鮮
一
体」 を止 揚する こ とが可 能だ とす

る も ，

一
貫性の なさは残 存 した まま で ある 。 そ して ，

これ は満洲国 と朝鮮の 関係 の み で な

く ，
「内地 」 との 間で も顕在化 した 問題 で あ っ た 。 最終 日の 総会で，土師盛貞 （朝鮮放送

協会長）は ，「内鮮
一

体」 を 「内鮮 ノ接触 ノ 問題」 と と らえ， 「内鮮 ノ 接触 ハ 朝鮮 ノ外 二 幾

ツ カ ノブ ロ ツ クガア ル ノデア リマ シテ ，
コ レ ラノ 各プ ロ ツ ク ニ 於ケル 対朝鮮人 ノ 措置 トシ

テ ハ
， 帝国ノ 国策 トシ テ各地

一
貫 シ タル 方針 二 拠 ツ テ ヤ ツ テ ヰル カ ドウカ トイ フ ト， 相当

疑問ガア ル ノデハ ナイカ ト思 ヒ マ ス 」 （p．549）と述べ る 。 そ の 事例 と して朝鮮人 参政権の
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有無 と義 務教 育制 の 問題 を挙 げる 。 前者 に っ い て は ，
「然 ラバ 内地 二 於ケ ル 朝 鮮人 ノ方ガ

朝 鮮 二 於 ケル 朝鮮人 ヨ リモ 富力 ， 智識 程度等二 於 テ
ー

般 的 二 優 レ テ ヲル カ トイ フ ト内地 ニ

モ 勿論立 派ナ 人ガア リマ ス ケ レ ドモ
， 数ノ上カ ラ 申シ タナ ラバ 朝鮮ノ方ガ有識者ハ 多イ ト

言 フ ベ キ デア リマ ス
。 ［……］斯 ウシ テ 見ル ト智力 ， 富力等 ノ点 二 於テ 必 ズ シ モ 優越 シ テ

モ ヰナ イ 内地 在住 者 ノ方 ニ ハ 各種 ノ選 挙権 被選 挙権 ガ アル ニ 反 シ 朝鮮 二 於 テ ハ 之 ヲ欠 クル

モ ノ ガ ア ル トイ フ ノ ハ
， 普通 二 言 バ レ ル 所 ノ 未ダ文化モ 教育モ 進 ン デヰナイカ ラ トイフ 理

由 ダケデハ 到底説明 ノ ツ カナ イ筋合ノ 現象デハ ナ イカ ト思 ヒ マ ス 」 （p．550） と矛盾を暴露

して しま っ て い る 。 後者 に つ い て も ，
「内地」 の 朝鮮人 は義務教育の もと ， 初等教育の 就

学率 は大 阪市で 8 割 ， 福 岡県な どで 6割 と朝鮮 よ りも進 ん で い る が， 「然 ラバ 内地 ニ ヲル

朝鮮 ノ 子 弟 ガ 富力ナ リ智識 程度ナ リデ 進 ン ダ家庭カ トイ フ トコ レ 亦 必 ズ シ モ サ ウデ ハ ナ

イ 」 （同上 ） とや は り指摘す る 。 もっ とも
一

方で ， 朝鮮 よ りも 「内地 」 の ほ うが不利益 に

扱われ る例 も ある とす るが （pp．550−551）， これ に つ い て は具 体例 を挙 げて い ない
。 また ，

満洲 につ い て も詳 述 は して い ない が ，
「満洲国ハ 帝国ノ 領域外 トハ 申シ ナ ガ ラ ， 帝国ノ官

憲 ノ有力 ナ指導ノ下 二 行政 ガ行 ハ レ テ ヲル 地域デア リマ ス ガ ，
コ 丶 二 於 ケル 朝鮮人対策ハ

コ レ亦 必 ズ シ モ 朝鮮内 二 於ケル モ ノ トー
致 シテ ヲ ラン ヤ ウニ 見受ケラ レル 」 とし，移住朝

鮮人に対す る政策の 時代 ご との
一

貫性の なさや朝鮮 との 不
一

致を挙げて い る （p．551）。 そ

し て
，

こ の よ うな状態で は ，
「本土 タル 朝鮮 二 於テ 如何 二 内鮮

一
体ナ ドトイフ コ トニ 頭 ヲ

使 ハ レ 尽カサ レ マ シ テモ
， 完全ナ 効果 ヲ期 シ難イ コ トニ ナル 虞レ ガ頗ル 大 キイ ノ デア リマ

ス 」 （同上） と述 べ るの で あ る 。 挙 げて い る事 例 が異な る もの の ， 先の 片倉が 「内鮮
一

体」

に は問題ない と強弁す るの に対 し ， 土師は完全に 「内鮮
一

体」 の 障害と とらえて い た こ と

がわ か る。

　さて ， 土 師の 発言に み られ る移住朝鮮人 対策 を例 に，も う少 し掘 り下 げるな ら ，
こ の 点は ，

朝鮮農民 の 生活保 障 とい う問題 と直結 して ，た び たびや り取 りがお こ なわれた。総督府 に

とっ て も人 口過密状態の た め 「農村耕地 ノ獲 得 トイ フ トコ ロ ニ 相 当 二 困難ナ 地方 ガア ル 」

現状を打開す るた めの もの として移民 問題が位置づ け られ て い た こ とが ， 湯村辰二 郎 （朝

鮮総督府農林局長） の答弁 か らもわか り （pp．139
− 140）， そ れ も農村振興 の

一
環 と して 位

置づ けられ て い た。
こ の よ うな政策意図 の も と ， 1936年か ら満洲移住奨励政策が お こ な

われ て い たの だ が，大蔵公 望 （貴族 院議員）は ，
「満洲ナ リ，

マ タ北支方面 二 於イ テ ， 不

良ノ朝鮮人 ガ 多数 ヲツ テ」，
「カ ウイ フ 沢 山ノ不 良 ノ人 々 ガ 向 ウニ 行ツ テ ヲ リマ ス ト到底朝

鮮 ノ人 二 対 シ テ 向 ウ ニ ヲル 満洲 人等ガ好感 ヲ モ ツ ハ ズ ガナ イ ト思 フ 」 （p ．100） と述べ ，先

述の 通 り，下村宏 が 「内地」 に来 る朝鮮人 に対 してみせ たの と同様の 朝鮮人観を披露す る。

こ の よ うなイ メ
ー ジに対 し ， 朴重陽 （中枢 院参議）は 「ア ツ チ ， コ ツ チ，至ル 所 ， 朝鮮人

二 対 ス ル 香バ シ クナ イ声 ヲ耳 ニ ス ル 度 二 困 ラサ レテ 居 ツ タ ヤ ウナ状態デア 」 るが ，
「幾分

ノ 同情 ヲ以 テ コ レ ヲ見 ル ノデア ツ タナ ラバ
， 必 ズ シ モ 彼等 ガ悪イ者 ニ ナ ツ テ シ マ フ ヤ ウナ

コ トハ ナ」 い
。 た だ ，

「彼等ガ満洲 二 亘 ツ テ ， 悪イ 評判 ヲ 買フ トシ テ モ コ レ ハ 当然デ 1， そ

44 現代中国研 究　第 33 号

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



 

NII-Electronic Library Service 

れ は 「自分 ノ国デ ， 自ノ郷里 デ食 フ コ トガ 出来 ン カ ラ， 自分 ノ村デ 生活 ス ル ヨ リ満洲 二 行

ツ テ 来 ヨ ウ トイ フ ヤ ウナ ， 人間ガ全 部デア 」 る， 「要 ス ル ニ ，生活 ノ道 ヲ 求メ テ 鴨緑江 ヲ

渡ツ テ 満洲 国二 行ツ タ」 の で あ っ て ，
「決シ テ 先天的二 悪イ人デハ ナイ」 と朝鮮人を弁護

す るの で あ る （pp．114− 115）。 しか し ， これ は単な る弁護 に は とどま らず，朝鮮内で 生 活

が で きな い 現 状 に して い る総督府 の 施 政 に対す る批判の 意 味 も同 時に 込 め られ た の で は な

か っ た だ ろ うか
。 朴は

，
「今 日ノ 朝鮮農村ハ 人 間ガ 多ク シ テ ー人 多ク シ テ 土地 ガ少 イー 土

地ガ少イ トイ フ ヨ リモ ，中ニ ハ ，耕作 シ ヨ ウ ト思 ツテ モ 耕作地 ヲ求 メル コ トガ出来ヌ トイ

フ ノ ガ実際 ノ状況デア 」 る とし （p．147）， 「農村民 ヲ ， 或 ハ 内地，或 ハ 満洲 ， 或 ハ 支那 ト

イ フ ヤウナ方面ニ モ ツ テ 行 ツ テ
， サ ウシ テ

， 朝鮮農村 ノ緩和ヲ 図ラナケ リヤナ ラヌ トイフ

コ トガ根本問題デア ル バ カ リデナ ク ， ミン ナ真面 目二 ，サウ観テ ヰ マ ス 」 （p．148） と位置

づ け るも，

朝鮮農民ガ ， 仕事 ノ途 ヲ 求メテ 内地 二 行 カ ウ トシ テモ 出来ナイ 。
マ タ ， 満洲 二 渡ラ ウ

トシ テ モ 満洲 ノ方 二 制限サ レー
今少 シ ヨ クナ ツ テ ヲル ヤ ウデス ー

総督府 ハ
， 朝鮮農民

ヲ ドウス ル カ トイ フ コ トデス
。 大キイ 問題デス ヨ

。 朝鮮農民 ヲ ， ドウス ル カ トイ フ コ

トデス
。 ソノ マ 丶 ホ ツテ オイ テ殺シ テ ，

シ マ フ トイ ウ コ ト， 死 ン デモ 宜シ イ カ トイ フ

コ トニ ナル ， ソ コ ニ 於 テ ， サ ウイ フ根本 問題 ヲ研 究シ ソ ノ根本問題 ヲ解決 シ サ ウシ テ

農村 二 剰ル トコ ロ ノ朝鮮農民 ヲ， ドツ カ ニ モ ツ テ 行 ツ テ ，朝鮮農村 ノ緩和 ヲ 図ツ テ ハ

ジメ テ 出来ル ，サ ウイ フ根本問題 ヲ忘 レテ ヲ ツ テ ハ ，大シ タ成績 ヲ 挙ゲル コ トハ 出来

ナ イ （pp．148
− 149）

と述 べ る 。 そ の 背景 には ，
「等 シ ク 日本人デ ア リ乍ラ ， 自分ノ 国内ヲ 自由 二 往来 ス ル コ ト

ガ 出来ヌ 理 屈ガア ル カ」とい う「当然ス ギル 不平」（p．148）を前提に した もの であ っ た 。
「内

地 」 渡航 ， 満洲国 へ の 移住に ともな う規制 と ， どち らに行 っ て も 「不 良」 とみ な され 差別

され る構造 ，
こ れ らの 間で 「内鮮

一
体」 や 「鮮満

一
如」 がい われ てい るわけだが

， 施政 に

対する朝鮮人の 不満 は解消する はず は なか っ た 。 そ して
，

「内地 」
一

朝鮮
一

満洲の 連 関の

なか で ，それぞれの 「ブ ロ ッ ク 」 間で 朝鮮人政策は
一

貫性 を欠 き， 「内鮮
一

体」 を唱 えた

瞬間，袋小路に 入 り込む予感が こ の 時点で 明 るみ にな っ た とい うの が ，
こ の 調査会の 性格

で は なか っ た だ ろ うか 。

皿　 朝鮮軍 の 認識
一 「内鮮一 体」 論をめ ぐる リア リテ ィ

ー

1 ）兵力資源 としての朝鮮人動員 とその資格 ・条件

戦局の 拡大 とい う状況 と直接か か わるの は
， やは り軍の 動 向で あろ う。 と りわ け朝鮮軍

は朝鮮人の 兵力動員 とい う課 題 か らも 「内鮮
一

体」 の 必 要性 を強 く感 じて い た 。 陸軍志
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願兵制は 1938 年 2 月 に 導入 され ，
そ れ とセ ッ トで 翌 月 に朝鮮教育令の 改正 が お こな われ

（第三次朝鮮教育令），学校制度が 「内地」 と一
本化 され た の で あ っ た 。 先 にみた 時局 対策

調査会の 準備 も同時期 に 開始され て い る 。 しか し ， 志願兵制の 導入 の 検討は 日中戦争開戦

以 前の 1932 年以来 ，
つ ま り満洲事変以後か らお こ なわれ て きて い る （久納， 1937，p，1）。

1937年 6 月 に朝鮮軍 司令部が作成 した 「（極秘）朝鮮人志願 兵制度 二 関ス ル 意見 」 は，兵

役 問題 と朝鮮 の 現状に対す る認識 と課題 に つ い て
，

「半島民心趨 向ノ善導 ハ 現下 二 於ケル

重要焦眉 ノ大問題 タル ヲ失 ハ ス 」 とす る も，
「滔 々 トシ テ隠然底流ス ル 朝鮮 民族 ノ反 撥 ，

自棄的思想 ノ厳存 ヲ看取ス ル トキ ， 吾人任 ヲ朝鮮 ノ防衛 二 承 クル モ ノ断シ テ 晏如 タル 能ハ

サ ル モ ノ ア リ」 とす る 。 そ して ， 「朝鮮民族 ヲ シ テ 可及 的速 二 皇 国臣民 トシ テ 皇謨 ヲ扶 翼

シ 奉 ル 精 神 的 存在 タ ラシ ム ル ノ
ー

事 二 帰ス 」 る もの の ，「単 二 人的資源 ノ 補足 ヲ理 拠 トナ

シ
， 甚タシ キ ハ 鮮人 平等権獲得熱 二 迎合セ ン トス ル カ如 キ浅薄ナル 御都合主 義 二 堕ス ル

カ如 キハ 断シ テ採 ラサル 所ナ リ」 と して い る と こ ろ も重要で あ る （朝鮮軍 司令部 ，
1937

，

pp．　3
−4）。 も っ とも ，

「半島民心趨 向ノ 善導」 を期す とはい え ，

一
方 で ，

「在鮮 内地 人 ヲ シ

テ 宜 シ ク朝鮮ヲ以テ墳墓 ノ地 トナ ス ノ決 意 ト飽 ク迄モ 皇 国精神 ヲ 堅持 ス ル 「朝鮮人」 タル

ノ雅量 ヲ把持セ シ メ サル ヘ カ ラ ス 」 と述 べ ，「独 リ朝鮮人 ノ ミヲ 日本人 タ ラシ メ ン トス ル

カ如キ ハ 畢竟片務的処 置タル ノ譏 ヲ免 レ ス 」 と して い る （同上，p．5）。そ の 背景 に は，「現

下鮮人有識者ハ 固 ヨ リ
ー
般農民二 至ル 迄半島在住 内地人 ヲ 目シテ

ー
ノ 腰掛的出稼者 トナ シ

衷心 ヨ リ進 ン テ融合和 楽 ノ途 二 就カ ン コ トヲ庶 幾セ サル 現状 ヲ打開
一

掃ス ル コ ト至難 ニ シ

テ 内鮮
一

如 ノ実現亦百年 河 清ヲ待 ツ ニ 等 シ キ ノ憾ナ キ能 ハ サル ナ リ」 （同） とい う現実認

識が あっ た か らで あ っ た 。 朝鮮 軍は 1937 年 6 月 の 時点で 「半島民 心趨 向ノ 善導」 は容易

な らざる もの と認識 して お り， 「即チ此際朝鮮教学 ノ施設 ヲ断乎改善ス ル 場合 二 於テ モ 向

後五 十年 ニ シ テ 朝鮮 ノ皇魂教育始メテ軌道二 乗 リ得ル モ ノ ト考定セ サ ル ヘ カ ラ ス 然 レ トモ

此 五 十年 ハ 教育行政 ノ運用 ニ ヨ リ半減否更 二 短縮 シ テ 十五 年乃至 二 十年間二 其 目的ヲ 達成

シ 得ル 如 ク努 カセ サル ヘ カ ラス 」 （同上，p ．6） と述 べ ， とて も 「現下 二 於 ケル 重要焦眉 ノ

大 問題」 に 対応 で き る状況 で は なか っ たの で あ る 。 また ，
「鮮人平等権獲得熱 二 迎合セ ン

トス ル カ如 キ浅薄ナル 御都合主義 二 堕ス ル カ 如キ ハ 断シ テ採 ラサル 所 ナ リ」 とはい うもの

の
， 朝鮮人入隊後 は 「内鮮

一
律平等タ ラシ ム ル ヲ以 テ其根本方針 トナサ サル ヘ カ ラス 」 （同

上 ， p．9）とい う。 朝鮮人志 願兵の 教育程度 は 「内地人 ノ教 育程度 ト略均衡 ヲ得シ ム ル ヲ

要 ス 」（同上 ，p ．10）と し，「朝鮮人児童全部 ノ就学 ヲ 目途 トシ 小学校 ヲ整備 ス ル コ ト」（同上 ，

p．2）と して い る 。 こ こで 重要 なの は， 「朝鮮人児童全部 ノ就学 1 を目標 とした とき， 当然

想定 され るの は義務教育制 で あ っ た 。 事 実， 1937年 11 月 の 朝参密第 713 号 「（秘）朝鮮

人 志願 兵 問題 二 関ス ル 件 回答」（朝鮮軍参謀長久納誠
一

発，陸軍次官梅津美治郎宛）で は ，
「朝

鮮人児童全 部 ノ就学ヲ 目途 トシ テ小 学校 ヲ整備 シ 漸次義務教育制度 ヲ採用ス ル コ ト」 と義

務教育制 の 実施 が明示 されて お り，前述の 「（極秘）朝 鮮人志願 兵制度二 関 ス ル 意見」 も

別 冊 と して 添付 され ， 陸軍次官宛 て送付 され て い た 。
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　 さて ， こ の よ うな認識 の延 長線上 で ，先にみ た朝鮮総督府 時局対策調査会 の 会議を位置

づ け て み る とど うな るだ ろ うか 。 諮 問答 申書をみ る限 りで は ，「志願兵制度 ノ 実施ガ 朝鮮

民心 二 与ヘ タル 影響 二 鑑 ミ本制度ノ精神ヲ普及徹底セ シ メ 益国家観念ノ 啓培 二 資ス ル 如ク

措置ス ル コ ト」 （朝鮮総督府 ，
1938e

，
　 p．6）と しか書か れ て お らず ， 答申案試案の 段 階か

らなん ら文 言 に変更 は加 え られ て い ない （朝 鮮総 督府 ， 1938b，
　p．9）。 そ こ で 会議 に先立 っ

て 作成された『朝鮮総督府時局対策調査会諮問案参考書（内鮮
一

体ノ 強化徹底 二 関ス ル 件）』

（1938 年 ）をみ る と，実施 の 状況に っ い て は ，実施 前 よ り 「一般朝鮮人 ノ銃後 ノ活動活撥

トナ リ
ー

部青年間 二 熱烈ナル 従軍志願者頻 出シ 」， 前年末以 降 「愛 国的熱情愈 々 昂 マ リ
ー

般民衆 ノ 国防献金，出征兵士歓送迎，出征兵士遺家族 二 対 ス ル 慰 問援助等ノ 運動 二 於テ 未

ダ嘗 ツ テ見ザル 赤誠披瀝 サ ラ レ 愛国ノ至情 二 関シ 或 ハ 内鮮
一

体 ノ精神 二 関シ 至ル 所感激 ノ

情景展開セ ラ レ タル 実情」 と説明 され （朝鮮総督府 ， 1938c，
　p．　49）， 実施 後に つ い て は 「本

制度ノ 実現 二 依 リ全鮮挙 ゲテ歓喜シ 動向諸方面 二 亘 リ極 メテ好結果 ヲ齎シ ツ ツ アル モ 極ク

少数 ノ
ー

部 ノ者 ノ特異 ノ言動 二 付調査 ス ル ニ 内鮮人共 時尚早ノ 声アル モ 何 レ モ 偏狭ナ ル 見

解 二 基クモ ノ ニ シ テ大勢 二 圧倒セ ラ レ テ何等表面 二 出ヅル モ ノ ナ ク問題 トス ル ニ 足 ラザル

状況 ナ リ」 とされ る （同上 ， pp，51
− 52）。 全体 と して 志願 兵 制 度 を歓迎 し ， 朝鮮 人の 愛国

熱 を強調す る文脈 で 語 られ て い るが ， 朝鮮軍サ イ ドで憂慮 され て い た の はま ぎれ もな く「極

ク少 数ノ
ー

部ノ者 ノ特 異 ノ 言動」 の ほ うで あ っ た だろ う。 そ の 意 味で は朝鮮軍 内部での i憂

慮は ほ とん ど伏せ られた 状態で 会議 に 付 された と考 え る こ とがで きる。 会議録をみて も，

志願兵制度その もの に対 して それほ ど議論 された形跡 がみ られ な い 。

　宮 田節子 も明 らか に し て い る とお り， 志願兵へ の応募者は 多 くが貧し い 農民で あ り， 学

歴 も低 く，生 計 を 立 て る た めの 手段 と して 応 募 した とい うもの で あ っ た （宮 田 ，
1985

，

pp ．69− 70）。 1938年 の 志願 者 240名 の うち ，
8 割弱 の 190 名 が 6 年制 公 立 普通 学校卒業な

い しは同等程度で あ っ た （朝鮮総督府 ，
1938c

，
　p，57）。 また ， 職業別で は農業が 115 名 （約

48％） と最 も多か っ た （同 上，p．　58）。 とて も 「朝鮮 ノ 皇魂教育」 の成果 をす ぐに期待で

き る状況 では なか っ たの である 。

　1938 年 ll月 ， 朝鮮軍 司令部は 「朝鮮軍諸施設希望要綱」 （以下 ，
「要綱」）を作成す るが ，

翌月 朝鮮軍参謀長名義で 陸軍次官東条英機宛 て に 送付 され る 。 こ の とき ， こ の 文書に添付

され る形 で 調査 会の 諮問答 申書が送付 され て い る （北野 ，
1938a ；同 ，

1938b）。
「要綱」 で

は 「人 口 二 千 三百 万 内地人 ノ 三 分 ノ
ー

二 達ス ル 此 ノ大ナル 人 的資源 ヲ徒 二 死滅 ス ル ハ 果シ

テ 如何今 ヤ文化逐 次向上 シ 見識 ア リ活動カ アル 人物続生シ ツ ツ ア リ ［……］宜シ ク宇 内ノ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 マ マ

大勢圏外雄飛 ノ要 ヲ注入 シ 内地人 ト共 二 東亜大陸 二 活歩セ シ ム ル 如 ク施 策シ 大 陸経営ノ為

鮮外 二 在ル 鮮人 ト鮮内二 在ル 鮮人 トノ比 ヲ 日本本 土外 二 在ル 内地人 ト国内内地 人 トノ比 二

等シ カ ラシ ム ル 如 ク指導ス ル コ ト肝要ナ リ」（朝鮮軍司令部 ， 1938， pp．18− 19）と 「人的資源」

として の 朝鮮人の 利用に 関す る認識 が示 され て い る 。 こ こで 重 要なの は ， 朝鮮人 の徴兵問

題に言及が ある点で ある 。 以 下 ， やや長 い が ，朝鮮人徴兵の 必 要性 に対す る認識 の部分 を
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引用 して みた い 。

学者ノ説二 依 レ ハ 日本人 ロ バ 漸次逓減ノ徴候ア リ而 モ 文化 ノ 発達産業ノ拡充ハ 人 ロ ノ

都市集中ヲ促進 シ 体力 逐次劣悪 トナ リツ ツ アル ハ 現実 二 帝国力辿 リツ ツ アル 状態 ト言

ハ サ ル ヘ カ ラス
ー

国 ノ 興隆ハ 青年 ノ意気 二 在 リ意気アル 青年 ノ多寡ハ 平戦両 時
一

国活

動ノ原動力タ ラス ン ハ ア ラス

永ク東亜 ノ経綸 ヲ理 想 トシ企 図セ ル 帝 国ハ 今ヤ 已 二 之 二 著手 シ所謂非常時下 二 奮闘血

闘中ナ リ
ー

度心気遅緩シ 中途挫折セ ンカ 九仞 ノ功 ヲ
ー

キ ニ 欠 キ遂 二 復 タ理想 ノ彼岸 ヲ

眺ム ル コ トナ カ ラン 然 リ ト雖モ 広 茫何千里 数億 ノ 人 ロ ヲ包 含ス ル 大事業亦難事 ト言 ハ

サル ヘ カ ラ ス 満 洲建 国五年 已 二 優秀ナル 国軍 ヲ 編成 シ 協力防衛 ノ 任 ヲ 遂行 シ ツ ツ ア

リ独 リ朝鮮 二 在 リテ ハ 合邦三十年何等 ノ見ル ヘ キ モ ノ ナ シ 然 リ而 シ テ 人的資源 ノ総

動員統制 ヲ叫ハ ル ル ニ 当 リ国軍ノ 組成 ト壮丁 数 トハ 已 二 調 和 ヲ失 ヒ ツ ツ ア ル 現況 二

於テ ハ 巳 二 朝鮮人 兵役 問題 ノ 可否 ヲ論議 ス ベ キ時期 二 在ラス 宜 シ ク大 局 ヨ リ
ー

気 二

之 ヲ制定 シ 軍 ノ需 要 ヲ満 足 セ シ メ国策遂行 二 遺憾 ナ カ ラ シ ム ル コ ト緊要 ナ リ （同上 ，

pp ．30−31）

　国軍を編成 して い る満洲国 とは 異な り， 朝鮮で は 「合邦三十年」， 何 らの 成果 もない が ，

もはや 「人 的資源 ノ総動員統制 ヲ叫 ハ ル ル ニ 当 リ」，朝鮮人兵役問題 は
一

気に 解決 され る

べ きで ある とす る とこ ろ に ， 緊急性 の 意識 が うかが われ る 。 しか し ， 先の 「（極秘）朝鮮

人志願兵 二 関 ス ル 意見」 をみ るに 「朝鮮ノ皇魂教育」 は義務教育制も実施 され て い ない な

か，容易 に達成 し うるは ず もなか っ た。 「要綱」 で も教育程度 と見 通 しに っ い て は触れ ら

れ て い るが ，
「教育度二 関シ テ ハ 適確 ノ標準 ヲ求 ム ル コ ト困難ナル 」 と しつ つ

， 就学率 に

お い て は 3 割か ら 6 割へ （1942年）， そ して 義務教育 （1950年）へ とい う見通 し を立 て
，

「国語 」 （日本 語 ）普及率 につ い て は，現状 は全 人 口 約 2千万人 に 対 して 約 1割程度，適齢

期 とし て は さらにそ の 2 割前後 ＝ 約 40
，
　OOO 人 と推算す る 。 そ して ， 合格率 60％と仮定 して ，

約 24，000人 が徴集可 能 とい う試算を 出 して い る （同上 ， p．31）。 普及 率 を 200 万人程度 と

して 見積 も っ て い るの は ，お そ ら く調査会の 諮 問案 参考書 の 数字 （「普通 会話 二 差支ナ キ

者」 1
，
196

，
350 人 ， 1937年末） （朝鮮総督府， 1938c

，
　 p，45）を根拠 に して い る もの と思 わ

れ ， その 意味で は調査 会の 成果 は朝鮮軍 内部で も検討 され， 「要綱」 に反映 された と推測
　 　 　 2）

され る 。

　ただ し ，
「而 シ テ国語 ヲ解ス ル 者ノ ミ徴兵セ ラル ル モ ノ トセ ハ 爾他 二 及ホ ス 影響大ナル

2）　も っ とも，「参考書」 で は 「国語 ノ会話 二 差支ナ キ者 ノ数 ハ 総人ロ ノ六分強 二 相 当」 する と し

て い るが （朝鮮総督府 ，
1938c

，
　 p，44），こ れ は総人 口 の 実数 を基に し た厳密 な計算結果 と思われる，

朝鮮軍司令部 の 約 1割とい う数字は総人 口 を概算 したため に出て きた数値で あ り，多少 の 誤 差は あ

るが ， 数度 の 算定 根拠に は 利用者の 差は ほ とん ど差 がな い 。
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モ ノ ア ル ヲ 以テ 解セ サル モ ノ ト雖相 当ノ モ ノ ヲ徴兵ス ル ノ 制度 ヲ適 当 トス 」 （朝鮮軍司令

部 ， 1938，p．31） とする こ とで 「国語」 理解度＝ 「皇民化」 度 とい う重要な基準を放棄 し

て しま っ て い る こ とに 注意 した い
。 と りわけ ，

「郷土防衛 二 協力 ス ヘ キ」 「防空部隊」 と 「国

軍ヲ補備補強ス ヘ キ」 「輜重 兵特務兵」 へ の 充当が急 がれ る とす る （同上
， pp．31

−32）。ま

た ， 徴兵制 の 施行 に失敗 して も ，
「輜重 兵特務兵」，

「全　 自動 車手」，「高射砲手」， 「防空

監視隊要員］ に 「国語」 を理解する志願者を採用すべ きで ， さらに 「要 ス レ ハ 歩兵隊 二 編

入 シ 四ヶ 月教育 ノ后支那 大陸守備 二 充 当ス 」 とも述べ て い る （同上 ， pp，33−34）。

2 ） 義務 ・権利 問題のイ シ ュ
ー化

　 しか し
， 志願兵 ・徴兵 問題 を解決する際，常に考慮せ ざるをえない の は朝鮮人 の 権利 ・

義務 に関す る問題の 解決で ある。 とくに徴兵 を義務 として とらえた場合 に ， 朝鮮人 の 「平

等権獲得熱」 を意識せ ざ るをえない ほ ど
， それ と引き換 えに 与え る べ き権利 の 問題が浮上

して くるの で ある。 「要綱」 は こ の 点に 関 し踏 み込 んで お り，兵役法 ・国籍離脱 （国籍法），

判検事特別任用 ・総督府 文官特別任用 ・道長官等特別任用 ・在勤加俸 ・宿舎料 ・恩給加算

な どにお ける差別 を列挙 し （同上 ， p。32）， な かで も 「国籍法及之 二 関聯 ス ル 法令ハ 速二

之 力実現 ヲ要ス 」 （同上 ，p 。33） と して ，総督府 と朝鮮軍司令部 との 間で 政務総監を委員

長 に ， 審議室 主席事務官 ， 地方課 ・警務課 ・学務課各課長 ， 高級 ・次級参謀 ， 御用掛 ， 陸

軍 法 務官 を委員 とす る委 員会の 設 置 を構 想す る （同）。
こ こ で 重要 なの は 国籍法 問題 に っ

い て 直接意識 され て い た の は 国籍離脱の 可否 で あっ た こ とで ある。 こ れ が も し実現 され た

とす るな らば ， 徴兵制 と引き換え に国籍離脱を促 す よ うな状況が生まれ る とい うこ とで あ

り，その こ とが さらな る矛盾 を予感 させ るもの で あ っ た 。

　 さて ， 上 で みて きた 「（秘）朝鮮人志願兵問題 二 関ス ル 件回答」，
「（極秘）朝鮮人志願兵

制度 二 関 ス ル 意見」，「要綱」 の 義務 ・権利問題の 記述に は参政権問題 は 明確 に触れ られて

い な い 。 しか し，朝鮮軍サイ ドはそれ が イ シ ュ
ーにな り うる ， 否実際にな っ て い る こ とを

十分に認識 して い た 。 調査 会で も議論 され て い た だ けで な く ， 朝鮮軍が 目を光 らせ て い た

民族主義者 ・共産主義者の 言説か らもそれは うか がわれ たし
， 実際に 軍は その よ うな言論

状況 を把握 してい た。例えば，朝鮮軍参謀部 『（秘）昭和十三年後半期　朝鮮思想運動概況』

（1939年 2 ．月） をみ る と， 「支那事変後鮮人 ノ愛 国運動 ハ 内地人 二 比 シ 何等遜色ナ シ 為政

者 ハ 此点ヲ 考慮 シ 事変終熄 後ハ 速 二 鮮人 二 参政権ヲ附与 ス ヘ キナ リ」 （辛泰嶽／民族主義

者） （朝鮮軍参謀部， 1939＝宮 田編， 1991，p ．129）， 「鮮人 ノ志 願兵制度ハ 朝鮮 二 兵役法施

行 ノ前提 ト見ル ヘ ク斯 ク シ テ 鮮人 二 兵役義務ヲ負担セ シ ム ル 以上 ハ 此機二 乗シ ー挙二 参政

権ヲ 獲得セ サル ヘ カ ラス 」 （金三 民／共 産主義者） （同 上
， p．　125） とい っ た言 辞を拾 っ て

お り， 朝鮮軍 参謀部 も共産主義者の 言動に対す る コ メ ン トと して 「一部 ニ ハ 依然内鮮
一

体

ノ施策二 不満ヲ洩シ 内鮮人差別 ノ 撤廃 ヲ 要望シ 或 ハ 志願兵制度 ヲ以テ兵役制度施 行 ノ前提

ナ リト速断シ
ー
機二 参政権ノ獲得ヲ云為シ ［

……
］」 （同） として い るこ とか らも，それ ら
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の 言動 の 意図す る とこ ろは しっ か り把 握 してい た の で あ る 。 朝 鮮軍参謀部 と して も 「朝鮮

二 於 ケル 兵役 法 ノ完全ナル 実施 ヲ数十年 後 二 想 定シ 之 二 至ル 過 渡 的方法 トシ テ ノ志願 兵制

度 ヲ採用 ス ル 」 （久納 ，
1937

，
「別冊第

一
」 p．1）と し て い たの で あるか ら， 朝鮮人運動家

の 側 も正 確に その 意図を とらえて い た こ とに なろ う。志願兵制 か ら
一

歩進 ん で 「徴兵」 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3）

念頭 に置 い た段階で あっ て も ， それ らの 要求 を軍 は無視 した こ とになる 。

　以上 ，実際の 志願兵制度 の 状況 と朝鮮軍の 志願兵制度 ・徴兵制度に 対する認識か ら
，

「内

鮮
一

体」 とな る 「皇 民化」 の 実現可能性 と，「内鮮
一

体」 に よ っ て 必然 的に 生 じる権利付

与 の 問題 の 解決の 展望 が不 明確 なま ま ，
「内鮮

一
体」 の 強化が 叫ばれ る構造 をみ て とれ る

の で はない だろ うか 。

皿　朝鮮知 識人 の 「内鮮
一

体」 論

　次 にい ささか付 け焼き刃 になる が ， 朝鮮人 によ る 「内鮮
一
体」 論の 性格に つ い て 簡単に

触れ てお きたい
。 近 年 ， 朝鮮 知識 人 の 「内鮮

一
体」

へ の 呼応 を 「親 日一抵 抗 （反 日）」 の

二 項 対立 の 図式 か ら逃れ る こ と を意 図 しつ っ ， 「内的論理 」 に 注 目して 語 る研 究が多数現

れ て きて い る （洪宗郁 ， 2011etc ．）。

　朝鮮知識人 の 「内鮮
一
体」 論も多様で あっ た 。 緑旗連盟 の 津田剛は 「内鮮

一
体」 論 を次

の 3種類 に分類す る。

イ　 内鮮
一

体 とは朝鮮の 人 々 が 内地人の 生活 ， 思想 に同化 しそ こ に初めて真の 内鮮
一
体

　が生 ずる となす もの

ロ 　 内鮮一体 とは必 ず しも朝鮮の 人 々 が 内地人の 風俗習慣に 同化 しな くとも， 日本国 民

　 として行動する事 に よつ て こ S に両者 の
一
体感 ，

一
体性 を見出 さん とす る もの

ハ 　内鮮
一

体 とは内地人 ，朝鮮人 両民族 の 協 同 によ つ て新 日本 を建設せ ん と し，内鮮
一

　体を こ の 方面に発展せ し めん とす る （津 田 ，
1937

， p．3）

　この うち ， イの 類型 に属す る 「徹底
一

体論」 の 立場 を と っ たの が ， 玄永燮 とい う知識 人

で あ っ た 。 彼 の 『朝鮮人 の 進 む べ き道』 （1937年 ）は ，
「朝鮮人が 日本人 で あ り， 日本人

として生 きる道以外 に進む べ き方 向は あ り得な い 」 （玄， 1937，「序の こ とば」 p．1） と し，

「皇国臣民化」 を到達 目標 と した とき ，
「国語 」 を常用 し， 朝鮮語を廃止せ ね ば な らない と

い う過 激な もの で あ っ た （同上， p．157）。朝鮮語廃止 論は 当局 側 に よ っ て も否定 され るほ

3）　最終的に参政権の 施行が難航 した こ とは ， 当時の 総督府高官の 証言か らも明 らか で ある 。
「3

参政権施行の経緯を語る
一

田中武雄小磯内閣書記官長 ほ か一
」 （宮 田節子 （解説 ・監修）（2000）所収）

参照 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 が 　　　　　　　　　に

どで あ っ た が （「朝鮮語排斥不可
一南総督 ゜1迷妄者 州

一
針

一
」 『三 千里』第 10 巻第 8 号 ，

1938，p．22），玄 の意 図は朝鮮人の 待遇改善は 「日本精神」 の 体現 に よ っ ての み解決 され

るべ きもの で ある とまで 断言するの で あ る （玄 ，
1937

， p．147）。

　しか し ， こ の よ うな 「徹底
一

体論」 は 「内鮮
一

体」 論の 主 流で は なく ， 多 くの 場合 ， 津

田 の 指 摘 す る ハ の 類型 に入 る 「協 和 的 内鮮
一

体論」 で あ っ た 。 1938年 12月 14 日に 京城

府民館で 開か れた 「時局有志 円卓会議」 は 「内鮮
一
体の 具現化問題」 をめ ぐっ て ， 複数の

知識人 が持論 を展 開す る もの で あっ た （『三 千里 』新年号 ，
1939）。

こ こ に は玄永燮 も参加

したが
， 転向社会主義者で ある印貞植 ， 文 学者の 李光洙 ， 元総督府官吏の 李覚鍾 な ど名だ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4）
た る親 日派知識人 が出席 して い た 。

　各 自の 見解 を要約 して み る と， 「内鮮
一

体」 をめ ぐる思惑に ずれ が ある こ とが わ か る 。

印貞植 は 「植民 地 として の 朝鮮 を完全に止 揚 し，朝鮮民族 と大和民族を合 して
一

つ の よ り

高級の 概念 を もっ た 新 日本民族 へ と統
一

す るこ とが 出来 る」 と し
，

「新 日本民族」 の もと

各民族 が 「協 同」 して い こ うとい うもの で あ っ た （同上 ，pp．40−41）。 これ は， 「天 皇 中心

の 共存共楽の 理想社会 を建設」，
「理想 主義的立場か ら日本 を把握 し，その 理想実現 を高調

す る こ とで 捨身的立場で い く」こ と （同上 ， p．42）とす る玄永燮の 立場 とは全 く相容れ ない 。

　こ の 他 ， 李光洙 は 「内鮮
一

体 とな っ たの は ， 日韓合併 当時か らの こ となの に ，い ま 改め

て 「内鮮
一

体」 を騒 ぐよ うに な っ た こ とに つ い て は ， 責任が 内鮮双方 に あ る と思い ます 。

つ ま り朝鮮人 にお い て は法律 的に は 日本国 民 だが ， 内心 では 日本人 で ない とい う固執と民

族観念があ っ た た め ， 内地人側 で は
一

視同仁 の 聖 旨を無視 して朝鮮 と朝鮮人 を植 民地扱い

して きた こ とが ，
こ こ に来て ， 内鮮

一
体を 改めて 叫ぶ こ とに なっ た責任だ と考 えます」 と

批判す る も，「朝鮮 の 言語文化等， こ の よ うな もの は 最後 ま で保 存 しなけれ ばな らない 」

と述べ る （同上 ， p．43）。 李覚鍾 は ，
「内鮮

一
体の 具現化 とい うの は ，

一
言で い え ば畢竟総

督政治の 撤廃で あ ります。
こ れ が前提 とな っ て 憲法以下万般制度が 日本内地 にお け る と必

ず等 しく朝鮮に適用 され るで し ょ う。 ［……］要 す るに植民 地扱い を しない とい うこ とが

内鮮
一

体の 前提 と内容にな ります 。 所謂植民地政治とい うの は近来 ， 西 洋思想の 誤 っ た模

倣で あ り， 真の 日本精神にお い て こ の よ うなこ とは許 されない の で す」 （同上
， p．44） と

述 べ る 。
二 人 の 批判的言 辞は ，

「内鮮
一

体」 に平等主義 を持 ち出そ うとす るもの で あっ て ，

そ の 意味で は印貞植 と通 じ る とこ ろが ある
一

方，玄永燮 とは 全 く異なる見解で あ っ た とい

え るだ ろ う。 も っ と も ， 玄 も平等 の 実現 が 「二 十 年後 に なるか 又 は五 十年後に なるか又 は

4）　 出席者は次の とお り （肩書きは 史料に掲載 され て い るとお り）。李光洙 （前修養同友会員），印

貞植 （前共産党員），葛 弘基 （延禧専門学校教授），朱耀翰 （前修養同友会員），李覚鍾 （大東民友

会顧問 ）， 安浚 （大東民友会理 事長）， 権忠一 （思想報国聯盟幹事）， 車載貞 （大東民 友会理事）， 趙

炳玉 （前修養同友会員），玄永燮 （国民精神総動員聯盟 幹事 ），車相達 （前修養同友会員），尹 亨植 （前

共産党員）， 趙斗元 （共産大学出身）， 柳濠基 （朝鮮監理教本部総務），河敬徳 （延禧専門学校教授），

朱錬 （前共産党員）， 金束 日　（大東
一

進会理事）。
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百年後 に なる かは ，
一

に我 々 の 努力如 何 に掛つ て ゐ る 1 と し， 現実 にお け る可能性 と して

は必 ず しも高 い とは考 えて い な か っ た と思 われ ，
の ち に ，

「民族 と民族 との 関係 は 自由 な

る友人同志の 付 き合ひ の 如 き気儘 なもの で は な」 い と して お り （天 野 ，
1941

， p．39）， 民

族 間の 壁や葛藤 の 存在 に つ い て は か な りシ ビ ア な見解を持 っ て い た とみ なければ な らな

い 。

　 こ こ で
， 先 にみた朝鮮総督府時局対策調査会の 朝鮮 人委員の 発言 に つ い て 振 り返 っ て み

よ う。 その 内容は ，天皇制や 「内鮮
一

体」 の方針 に 同調 しなが ら，実際に は そ れを阻止 す

る差別 ， 民族性 の壁 ， 施政 へ の 不信 を直接的 ・間接的 に 暴露す る もの で あ っ た とい える 。

上 記 の 言 論界 の 動向 が朝鮮人 の 主体化 をめ ぐる模索 （あ るい は挫折）で あ っ た とすれ ば ，

調 査会 の 朝鮮人 委員 の 発 言 は施政 の 「改善」 に寄 与 して，朝鮮人 の 平 等の 獲 得 を模索す る

行為で あ っ た とみ る こ ともで きる 。

　逆 に， 「内鮮
一

体」 に懐疑的な言動 に つ い て も触れ てお く必 要 が あろ う。 朝鮮軍 か ら監

視 され て い た知識人 の なか には ， 宋鎮 禹の よ うに 「当局 ハ 時局 ヲ利用 シ 盛 二 内鮮
一

体 ノ顕

揚 ヲ唱 ヘ アル モ 内鮮人 間 ノ差別 的待遇 ハ 依然厳 トシ テ存続 シア リ斯 クテ ハ 真 二 内鮮
一

体ハ

精神 的 二 破壊セ ラ レ 鮮人 ノ 民族的意識 ハ 益 々 昂揚ス ル ニ 至ル ヘ シ」 （朝鮮軍参謀部， 1939＝

宮田編 ， 1991， p．129） と批判的に とらえて い るもの も相 当数い た と思われ る 。
「内鮮

一
体」

に 同調する ， しない の 違い はそれ として 大 きい が ，

一
方で 現存する差別の 構造の 打開の 必

要 性 を念頭に置い た こ とは い うまで もない
。

　そ もそ も， 「内鮮
一

体」 に呼応 した か ら とい っ て ， 当局側 がそれ に応 えて くれ る とは限

らな い 。 1936〜 1939 年 に総督府警務局長 を務 めた 田中武雄は ， 戦後次の よ うな回想 をお

こ な っ て い る 。

［……］朝鮮総督府 に接近す る よ うな，い わ ゆる親 日を売 り物 に す る よ うな者 は ， ろ

くな者は ない とまで は極 限 で きない けれ ども，頼 りにで きな い。必 ず し も頼 りに で き

ない 。それ よ りも ， や っ ぱ りそ の 併合 に反対 して ， それ か ら井戸 へ は ま っ て 死ん だ人

の 子 供だ とか ， 爵位 を ど うして も受 けない とい うこ とで 拒絶 した 人の 子供だ とか 親戚

だ とか い うよ うな ， こ の 市井 に蟠踞 し て お るそ うい う者 とや っ ぱ り意 思 を疎通 しな

きゃ だ め とい うこ とで ， そ うい う方面 にはか な り， や っ ぱ り手 は尽 くしま した 。 （宮

田節子 （解説 ・監修），2000，p．　167）

　当局 側 にある こ の よ うな根本的 な不 信感を考え るな ら
， 朝鮮知識人の 「内鮮

一
体」 へ の

同意は ， 非常に空 し い もの であ っ た とい わ ざるをえな い
。
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おわ りに

　以上 で 述 べ て きた こ とを整理 して ， 結び にか えたい
。

　第
一

次近衛声明後の 戦局 の 長期化 と， それ に ともな う総動員体制の 朝鮮 へ の 導入 を背景

に， 「内鮮
一

体」 の 強化 が政策主体で あ る朝鮮総 督府 の 側 で 確 認 され ざるを えな か っ た 。

そ の 確認 がお こ なわれた の は朝鮮総督府 時局対策調査会の 場で あ っ た 。
しか し， そ こ で は

「内鮮
一

体」 に 向けた朝鮮人 差別 の 克服 ，そ して 施政 「改善」，
「内地」 や満洲 国 との 政策

的
一

貫性 な どの 面 にお い て容易 に解決 しえ ざる問題群が 明るみ にな っ た の で あっ た。 と く

に義務教育制や参政権 ，
「内地 」 へ の 渡航規制 の 問題が ，「内鮮

一
体」 を難 し くさせ て い る

との 認識 も直接
・
間接 的に表 明 され てい た 。

　 と くに ， 義務教育制 と参政権の 問題 の 存在は ， これ 以前か らすで に施行 されて い た志願

兵制度や 将来的な徴兵 制の 施行可否 に関 して ，朝鮮軍内部で も認識 されて い た こ とで あ

り，権利 ・義務関係の 調整 を考 えた ときに朝鮮総督府や朝鮮軍側 で ジ レ ン マ を抱え させ る

イ シ ュ
ー

で もあ っ た と思 われ る 。

　
一

方 ， 朝鮮知識人 の 「内鮮
一

体」 論に つ い て も簡単に言及 した。 これ は論者 ご とに幅の

広 さが あるが
， 基本的に 差別 の 撤廃 と朝鮮 人 の 主体化の 可否 をめ ぐる議論 として 展開 され

て い た こ とが 確認 で きた。 そ して
， そ の 議論 の 根幹 とな っ て い る朝鮮人 差別 の 存在 とい う

現状認識に おい て は ， 「内鮮
一

体」 を否定的 に と らえ る 運動家 とも認識 を共有 して い た と

思われる 。

　以 上 か ら， 多声的な 「内鮮一体」 論の 存在を確認 した 。 そ して ， そ こ か らは 「内鮮一体」

に か ける期待や 目標の 違い
， あ るい は発 話 の 戦略 の 違い を逆に読み 取 っ てい くこ とが可能

で あ ろ う。 しか し ， 全体を概観 した とき に ， やは り差別 の 構造を生み 出 してい る張本人 が

「内鮮
一

体」 を声高に掲げる朝鮮 総督府や朝鮮軍で あ っ た こ とを考 える なら，
「内鮮

一
体」

を掲 げれ ば掲 げるほ どそ の 基盤を揺 り動か す こ とに もな っ た の で はない だ ろ うか 。

　以 上 の 記述 は言説の 羅列 に終わ っ て し まっ たき らい が あるが ， 今後の 課題 を少 し述 べ て

稿を閉 じる こ とに した い
。 まずは ， 朝鮮総督府時局対策調査 会そ の もの の 性格を もっ と詳

細に検討す る こ とで あろ う。 と りわ けそ こ に参加 して い る人物の 経歴 や職位 な どを調査 し

て ， そ の 会議が朝鮮の みな らず 「帝国」 規模で どの よ うな意味づ け と して 存在 した の か ，

で あ る 。 また ，
こ れ と関連 して第

一
分科会に多 く配置 されて い た朝鮮人 委員 の 発言の 性格

に っ い て も よ り深 く検討す る必 要 が あろ う。 と りわけ ， 崔麟や李基燦な どか っ て 民族運 動・

自治運動に関係 して い た よ うな人物 の 発言に つ い て は
，

よ りそ の 性格を見極 める必要 があ

る 。 あとは ， 他の 分科 で の 議論の 性格 に つ い て もきちん と追 う必 要が ある こ とはい うまで

もない 。 また，統治者 ・被統治者側の リア リテ ィ の 問題 を もう少 し掘 り下げて い く必 要が

あろ う。 今回は朝鮮軍 の 志願兵制 ， 徴兵制 に 関す る認識 を少 し取 り上 げた が ， よ り詳細 に

検討する必要がある 。

一
方 ， 言論界 における朝鮮知識人の 言説 に も少 しだ け言及 したが ，
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これ は さきほ どの 調査会内部で の 朝鮮人委員 の 発 言 とも合わせ て ，そ の性格 に つ い て よ り

具 体的に検討 してい く必 要が あ ろ う。 そ の 意味で は本稿は こ れ らの 課 題 を探 し出すた め の

基礎的作業で ある とい え よ う。

（み っ い 　た か し ・東京大 学）
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